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の 法人税別表セットの送付は選択に

Q法人税の申告害に添付する別表用紙の
送付制度が変わったと聞いたのですが、どの

ようになったのでしょうか。

A:8月決算法人から、申告害別表一に、

別表セット送付の要否欄が設けられています

ので、申告の際にその旨を記載することにな

ります。

【解説】

税務署は、法人税の確定申告書の送付に当

たって、主要な申告書別表や勘定科目明細書

を申告義務のある全法人に同封していますが、

今後、送付を必要としない法人に対しては、

別表セットを同封しないことにしました。

これは、コンピューター化の進む今日、か

なりの数の法人から提出される明細書などが、

税務署から送付されるものではなく、自社の

コンピューターでアウトプットされたものに

なってきたためです。

別表セットの送付を必要としない場合には、

申告書別表一に新たに設けられた「別表等送

付要否」欄の「否」欄に○を付けると、翌事

業年度の法人税確定申告書送付の際に、別表

セットが送付されなくなります。

また、翌事業年度以降については、送付の

要否を変更する場合には、「別表等送付要否

欄」の記載が必要になりますが、変更がない

場合には記載する必要はありません。

なお、申告害別表一と法人税事業概況説明

書については、従来どおり税務署からの送付

用紙で提出することになります ◎
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